
平成２８年 省エネルギー基準関係技術資料

モデル建物法
  ⼊⼒⽀援ツール 解説

国⼟交通省 国⼟技術政策総合研究所
国⽴研究開発法⼈ 建築研究所
この資料は、国⼟技術政策総合研究資料 第 974 号、建築研究資料第 183 号を基に作成されたものである。

Ver.3.1.1（2021年10⽉） 一部抜粋



3 
 

3. 適用するモデル建物の選択方法 

 

 モデル建物法による評価においては、モデル建物を選択してエネルギー消費性能を評価することにな

るが、適用するモデル建物は建築基準法の建築物用途に応じて表 0-3-1 に基づき選択することを基本と

する。 

表 0-3-1 建築基準法における建築物用途とモデル建物法における「モデル建物」の選択肢 
用 途 区 分 

コ ー ド 

建築基準法施行規則別紙で記載のある用途 

（建築物用途） 
モデル建物法における「モデル建物」の選択肢※１ 

08010 一戸建ての住宅 

住宅基準による 

08020 長屋 

08030 共同住宅 

08040 寄宿舎 

08050 下宿 

08060 
住宅で事務所、店舗その他これらに類する用

途を兼ねるもの 

住宅部分は住宅基準による。非住宅部分は事務所モデ

ル、小規模物販モデルの複合建築物 

08070 幼稚園 
幼稚園モデル 

講堂モデル※２ 

08080 小学校 
学校モデル 

講堂モデル※２ 

08082 義務教育学校 
学校モデル 

講堂モデル※２ 

08090 中学校、高等学校又は中等教育学校 
学校モデル 

講堂モデル※２ 

08100 特別支援学校 
学校モデル 

講堂モデル※２ 

08110 大学又は高等専門学校 
大学モデル 

講堂モデル※２ 

08120 専修学校 
学校モデル 

講堂モデル※２ 

08130 各種学校 
学校モデル 

講堂モデル※２ 

08132 幼保連携型認定こども園 幼稚園モデル 

08140 図書館その他これに類するもの 集会所モデル（図書館） 

08150 博物館その他これに類するもの 集会所モデル（博物館） 

08152 美術館その他これに類するもの 集会所モデル（博物館） 

08160 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 集会所モデル（社寺） 

08170 
老人ホーム、福祉ホームその他これに類する

もの 
福祉施設モデル 

08180 保育所その他これに類するもの 
幼稚園モデル 

講堂モデル 

08190 
助産所（入所する者の寝室があるものに限

る。） 
総合病院モデル 

08192 
助産所（入所する者の寝室がないものに限

る。） 
クリニックモデル 

08210 

児童福祉施設等（建築基準法施行令第 19 条

第１項に規定する児童福祉施設等をいい、前

４項に掲げるものを除く。次項において同

じ。）（入所する者の寝室があるものに限

る。） 

福祉施設モデル 
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表 0-3-1建築基準法における建築物用途とモデル建物法における「モデル建物」の選択肢 (続き) 
用 途 区 分 

コ ー ド 

建築基準法施行規則別紙で記載のある用途 

（建築物用途） 
モデル建物法における「モデル建物」の選択肢※１ 

08220 
児童福祉施設等（入所する者の寝室がないも

のに限る。） 
事務所モデル 

08230 
公衆浴場（個室付浴場業に係る公衆浴場を除

く。） 
集会所モデル（公衆浴場） 

08240 
診療所（患者の収容施設のあるものに限

る。） 
総合病院モデル 

08250 
診療所（患者の収容施設のないものに限

る。） 
クリニックモデル 

08260 病院 総合病院モデル 

08270 巡査派出所 
・住宅を兼ねない：事務所モデル 

・住宅を兼ねる：住宅＋事務所モデル（複合建築物） 

08280 公衆電話所 － 

08290 

郵便法（昭和 22 年法律第 165 号）の規定に

より行う郵便の業務の用に供する施設（郵便

局） 

事務所モデル 

08300 地方公共団体の支庁又は支所 事務所モデル 

08310 公衆便所、休憩所又はバスの停留所の上屋 － 

08320 

建築基準法施行令第 130 条の４第５号に基づ

き建設大臣が指定する施設（電気通信事業

法、電気事業法、ガス事業法、液化石油の保

安の確保及び取引の公正化に関する法律、水

道法、下水道法、熱供給事業法などに基づく

施設や都市高速鉄道の用に供する施設で大臣

の指定するもの。） 

－ 

08330 
税務署、警察署、保健所又は消防署その他こ

れらに類するもの 
事務所モデル 

08340 工場（自動車修理工場を除く。） 工場モデル 

08350 自動車修理工場 工場モデル 

08360 危険物の貯蔵又は処理に供するもの 工場モデル 

08370 

ボーリング場 集会所モデル（ボーリング場） 

スケート場 集会所モデル（体育館） 

水泳場 集会所モデル（体育館） 

スキー場 集会所モデル（体育館） 

ゴルフ練習場 集会所モデル（体育館） 

バッティング練習場 集会所モデル（体育館） 

08380 
体育館又はスポーツの練習場（前項に掲げる

ものを除く。） 
集会所モデル（体育館） 

08390 

マージャン屋 小規模物販モデル 

ぱちんこ屋 集会所モデル（ぱちんこ屋） 

射的場 小規模物販モデル 

勝馬投票券発売所 集会所モデル（競馬場又は競輪場） 

場外車券売場その他これらに類するもの 集会所モデル（競馬場又は競輪場） 

カラオケボックスその他これらに類するもの 集会所モデル（カラオケボックス） 

08400 
ホテル又は

旅館 

ホテル又は旅館で宴会場を有し

ないもの 
ビジネスホテルモデル 

ホテル又は旅館で宴会場を有す

るもの 
シティホテルモデル 

08410 自動車教習所 学校モデル 

08420 畜舎 － 

08430 堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 堆肥舎を除き工場モデル（堆肥舎は－） 
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表 0-3-1建築基準法における建築物用途とモデル建物法における「モデル建物」の選択肢 (続き) 
用 途 区 分 

コ ー ド 

建築基準法施行規則別紙で記載のある用途 

（建築物用途） 
モデル建物法における「モデル建物」の選択肢※１ 

08438 日用品の販売を主たる目的とする店舗 小規模物販モデル 

08440 

百貨店、マーケット

その他の物品販売業

を営む店舗（前項に

掲げるもの、専ら性

的好奇心をそそる写

真その他の物品の販

売を行うもの並びに

田園住居地域及びそ

の周辺の地域で生産

された農産物の販売

を主たる目的とする

ものを除く。） 

売り場面積 1000 ㎡

以上 
大規模物販モデル 

売り場面積 1000 ㎡

未満 
小規模物販モデル 

08450 

飲食店（次項に掲げるもの並びに田園住居地

域及びその周辺の地域で生産された農産物を

材料とする料理の提供を主たる目的とするも

のを除く。） 

飲食店モデル 

08452 食堂又は喫茶店 飲食店モデル 

08456 

理髪店、美容院、クリーニング取次店、質

屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類する

サービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具

屋、自転車店、家庭電気器具店その他これら

に類するサービス業を営む店舗で作業場の床

面積の合計が 50 平方メートル以内のもの

（原動機を使用する場合にあっては、その出

力の合計が 0.75 キロワット以下のものに限

る。）、自家販売のために食品製造業を営む

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これら

に類するもの（田園住居地域及びその周辺の

地域で生産された農産物を原材料とする食品

の製造又は加工を主たる目的とするものを除

く。）で作業場の床面積の合計が 50 平方メ

ートル以内のもの（原動機を使用する場合に

あっては、その出力の合計が 0.75 キロワッ

ト以下のものに限る。）又は学習塾、華道教

室、囲碁教室その他これらに類する施設 

小規模物販モデル 

08458 

銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引

業を営む店舗その他これらに類するサービス

業を営む店舗 

事務所モデル 

08460 
物品販売業を営む店舗以外の店舗（前２項に

掲げるものを除く。） 
小規模物販モデル 

08470 事務所 事務所モデル 

08480 映画スタジオ又はテレビスタジオ 集会所モデル（体育館） 

08490 自動車車庫 － 

08500 自転車駐車場 － 

08510 倉庫業を営む倉庫 工場モデル 

08520 倉庫業を営まない倉庫 工場モデル 

08530 
劇場、演芸場 集会所モデル（劇場） 

映画館 集会所モデル（映画館） 

08540 観覧場 集会所モデル（競馬場又は競輪場） 

08550 
公会堂 集会所モデル（劇場） 

集会場 集会所モデル（体育館） 

08560 展示場 集会所モデル（体育館） 
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表 0-3-1建築基準法における建築物用途とモデル建物法における「モデル建物」の選択肢 (続き) 
用途区分 

コード 

建築基準法施行規則別紙で記載のある用途 

（建築物用途） 
モデル建物法における「モデル建物」の選択肢※１ 

08570 料理店 飲食店モデル 

08580 
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバ

ー 
飲食店モデル 

08590 ダンスホール 集会所モデル（アスレチック場） 

08600 

個室付浴場業に係る公衆浴場 ビジネスホテルモデル 

ヌードスタジオ 集会所モデル（劇場） 

のぞき劇場 集会所モデル（劇場） 

ストリップ劇場 集会所モデル（劇場） 

専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施

設 
ビジネスホテルモデル 

専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の

販売を目的とする店舗 
小規模物販モデル 

その他これらに類するもの （上記いずれか） 

08610 卸売市場 工場モデル 

08630 
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供する

もの 
工場モデル 

08640 農業の生産資材の貯蔵に供するもの 工場モデル 

08650 

田園住居地域及びその周辺

の地域で生産された農産物

の販売を主たる目的とする

店舗 

売り場面積

1000 ㎡以上 
大規模物販モデル 

売り場面積

1000 ㎡未満 
小規模物販モデル 

田園住居地域及びその周辺の地域で生産され

た農産物を材料とする料理の提供を主たる目

的とする飲食店 

飲食店モデル 

自家販売のために食品製造業を営むパン屋、

米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する

もの（田園住居地域及びその周辺の地域で生

産された農産物を原材料とする食品の製造又

は加工を主たる目的とするものに限る。）で

作業場の床面積の合計が 50 平方メートル以

内のもの（原動機を使用する場合にあって

は、その出力の合計が 0.75 キロワット以下

のものに限る。） 

小規模物販モデル 

08620 
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場

その他の処理施設 
工場モデル 

08990 その他   

※1 「モデル建物」の選択肢における「－」は、適用除外建築物用途として政令で定める用途である。但し、当該用

途を含む複数用途建築物であり、適用除外とならない場合は、何れかのモデル建物を適用して評価をする必要があ

る。 

※2 講堂あるいはそれに類する用途に供する部分を有する場合、当該部分は講堂モデルを適用する。 

  

 ここで、表 0-3-1 において「工場モデル」を適用する建築物用途について、当該建築物用途に属する

部分の中に、工場に付随する室（事務室や便所等）が含まれることがある。後述のとおり、「工場モデル」

を適用する場合は、室用途が「倉庫」及び「屋外駐車場又は駐輪場」である室の照明設備と昇降機のみし

か入力をしないため、これらの室及び設備がない場合は「入力対象設備なし」となる。ただし、付随する

室の面積が大きく建築物全体のエネルギー消費性能に与える影響が小さくない場合は、当該部分につい

て該当する「モデル建物」を別途適用して評価をすることも可能である（表 0-3-1 に示す選択方法はあ

くまで基本ルールであり、実際の建築物の状況に応じてモデル建物を選択することが望ましい）。なお、
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付随する室について、確認申請書で工場部分とは別の建築物用途が割り当てられている場合においては、

当該部分について工場部分とは独立してモデル建物を適用し、工場部分と合わせて複数用途集計をしな

ければならない。 

 付随する室がエネルギー消費性能に与える影響の大きさを判断する目安として、平成 25 年基準にお

いては、次に示す運用ルールを定めていたため、参考にされたい。 

 

 モデル建物法による評価においては、評価対象建築物の主たる建築物用途が「工場等」 であり、次の

(イ)及び(ロ)の部分の床面積の合計が、建築物の床面積の合計の 5 分の 4 以上で、かつ、 (イ)及び(ロ)以

外の部分の床面積の合計が 300m²未満である場合には、(イ)及び(ロ)以外の部分についても建築物用途

「工場等」として取り扱うことができる。 

(イ) 省エネ基準において評価の対象とならない室 (物品、サービス等を生産するための室等) 

(ロ) 室用途が「倉庫」及び「屋外駐車場又は駐輪場」である室 
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 以下では、各建具の仕様を入力するが、入力の仕方は 3 つある。重複して入力がある場合は、c)が優

先され、次いで b)、a)の順となる。 

 

a) 「⑤建具の種類」、「⑥ガラスの種類」を入力する方法 

b) 「⑤建具の種類」、「⑦ガラスの熱貫流率」、「⑧ガラスの日射熱取得率」を入力する方法 

c) 「⑨窓の熱貫流率」、「⑩窓の日射熱取得率」を入力する方法 

 

※ 「⑤建具の種類」と「⑥ガラスの種類」により決定される窓の熱貫流率及び日射熱取得率の具体的な値に

ついては、国立研究開発法人建築研究所による「非住宅建築物のエネルギー消費性能の評価方法に関する

技術情報ページ（https://www. kenken.go.jp/becc/building.html）」で公開されている「窓性能の一

覧」に記されている。 

 

⑤ 建具の種類 

・ 表 2-2-2 より、該当する建具の種類を選択して入力する。 

・ 後述する「⑥ガラスの種類」において「T（単板ガラス）」を選択した場合には「⑤建具の種類」

には、表 2-2-2 の選択肢のうち"単板ガラス"と記された選択肢を選択すること。 

・ 当面の間、「樹脂」、「アルミ樹脂複合」、「アルミ」を入力しても計算はできるものとする。この

場合、プログラム内部では、それぞれ「樹脂製（複層ガラス）」、「金属樹脂複合製(複層ガラス)」、

「金属製(複層ガラス)」であるものとみなして計算される。 

 

表 2-2-2 建具の種類の選択肢 
選択肢 適用 

木製(単板ガラス) 木製建具（単板ガラスを使用する場合） 

木製(複層ガラス) 木製建具（複層ガラスを使用する場合） 

樹脂製(単板ガラス) 樹脂製建具（単板ガラスを使用する場合） 

樹脂製(複層ガラス) 樹脂製建具（複層ガラスを使用する場合） 

金属木複合製(単板ガラス) 金属と木の複合材料製建具（単板ガラスを使用する場合） 

金属木複合製(複層ガラス) 金属と木の複合材料製建具（複層ガラスを使用する場合） 

金属樹脂複合製(単板ガラス) 金属と樹脂の複合材料製建具（単板ガラスを使用する場合） 

金属樹脂複合製(複層ガラス) 金属と樹脂の複合材料製建具（複層ガラスを使用する場合） 

金属製(単板ガラス) 金属製建具及び上記以外の建具（単板ガラスを使用する場合） 

金属製(複層ガラス) 金属製建具及び上記以外の建具（複層ガラスを使用する場合） 

Note:  

表 2-2-2 の選択肢に基づき、JIS A 2102-1 に示す計算式に従い、窓等の熱貫流率を算出する。 

[参考] https://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/3-3_Reference_Information_ 

on_Simple_Evaluation_Method_for_Large_Glass_Openings_180402_v01_Pver0204.pdf 
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表 2-2-3 ガラスの種類の選択肢 
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表 2-2-3 ガラスの種類の選択肢（続き） 
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表 2-2-3 ガラスの種類の選択肢（続き） 
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表 2-2-3 ガラスの種類の選択肢（続き） 
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表 2-2-4 モデル建物法における断熱材種類の選択肢 

 

  

大分類 小分類 
熱伝導率 

W/(m・K) 

グラスウール断熱材通常品 

 

＊ グラスウール断熱材１０K 0.050 

 グラスウール断熱材１２K 0.045 

 グラスウール断熱材１６K 0.045 

 グラスウール断熱材２０K 0.042 

 グラスウール断熱材２４K 0.038 

 グラスウール断熱材３２K 0.036 

 グラスウール断熱材４０K 0.036 

 グラスウール断熱材４８K 0.035 

 グラスウール断熱材６４K 0.035 

 グラスウール断熱材８０K 0.033 

 グラスウール断熱材９６K 0.033 

グラスウール断熱材高性能品 

 

＊ 高性能グラスウール断熱材１０K 0.047 

 高性能グラスウール断熱材１２K 0.043 

 高性能グラスウール断熱材１４Ｋ 0.038 

 高性能グラスウール断熱材１６K 0.038 

 高性能グラスウール断熱材２０K 0.038 

 高性能グラスウール断熱材２４K 0.036 

 高性能グラスウール断熱材２８K 0.036 

 高性能グラスウール断熱材３２K 0.035 

 高性能グラスウール断熱材３６K 0.034 

 高性能グラスウール断熱材３８K 0.034 

 高性能グラスウール断熱材４０K 0.034 

 高性能グラスウール断熱材４８K 0.033 

吹込み用グラスウール断熱材 ＊ 天井用 0.052 

 屋根・床・壁用 0.040 

ロックウール断熱材 ＊ ロックウール断熱材・マット 24Ｋ以上 0.039 

 ロックウール断熱材・マット 30K 以上 0.038 

 ロックウール断熱材・マット 40K 以上 0.037 

 ロックウール断熱材・フェルト 0.038 

 ロックウール断熱材・ボード 0.036 

吹込み用ロックウール断熱材 ＊ 天井用 0.047 

 屋根・床・壁用 0.038 

吹付けロックウール  吹付けロックウール 0.064 

吹込み用セルローズファイバー断熱材 ＊ 天井用・屋根・床・壁用 0.040 
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表 2-2-4 モデル建物法における断熱材種類の選択肢（続き） 

 

 

 

 

 

大分類 小分類 
熱伝導率 

W/(m・K) 

押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＊ 押出法ポリスチレンフォーム１種 0.040 

 押出法ポリスチレンフォーム２種 0.034 

 押出法ポリスチレンフォーム３種 0.028 

ポリエチレンフォーム断熱材 ＊ A 種ポリエチレンフォーム保温板 1 種 0.042 

 A 種ポリエチレンフォーム保温板 2 種 0.038 

 A 種ポリエチレンフォーム保温板 3 種 0.034 

ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材  ビーズ法ポリスチレンフォーム 1 号 0.034 

 ビーズ法ポリスチレンフォーム 2 号 0.036 

 ビーズ法ポリスチレンフォーム 3 号 0.038 

＊ ビーズ法ポリスチレンフォーム 4 号 0.041 

硬質ウレタンフォーム断熱材 ＊ 硬質ウレタンフォーム 1 種 0.029 

 硬質ウレタンフォーム 2 種 1 号 0.023 

 硬質ウレタンフォーム 2 種 2 号 0.024 

 硬質ウレタンフォーム 2 種 3 号 0.027 

 硬質ウレタンフォーム 2 種 4 号 0.028 

吹付け硬質ウレタンフォーム  吹付け硬質ウレタンフォーム A 種１ 0.034 

 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種１H 0.026 

＊ 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種３ 0.040 

フェノールフォーム断熱材  フェノールフォーム１種 0.022 

＊ フェノールフォーム 2 種 1 号 0.036 

 フェノールフォーム 2 種 2 号 0.034 

 フェノールフォーム 2 種 3 号 0.028 

 フェノールフォーム 3 種 1 号 0.035 

インシュレーションファイバー断熱材 
 ファイバーマット 0.040 

＊ ファイバーボード 0.052 

無 

②部位種別が「外壁」の場合、熱貫流率は 2.63 

②部位種別が「屋根」の場合、熱貫流率は 1.53 

②部位種別が「外気に接する床」の場合、熱貫流率は 2.67 
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表 3-2-1 熱源機種の選択肢とその定義（個別は個別分散方式を示す） 

選択機器名 定義 
冷 

房 

暖 

房 

個 

別 

ウォータチリングユニ

ット（空冷式） 

・ JIS B 8613 で規定されたウォータチリングユニットのうち、「空冷

式（空気熱源）」であるもの。 

・ JRA4066 で規定されたウォータチリングユニットのうち、「空冷式

（空気熱源）」であるもの。 

 

※ 当面の間は、「電動機圧縮機、蒸発器、凝縮器などによって冷凍サイクルを構

成し、水の冷却又は加熱を行うウォーターチリングユニットで｢空冷式｣のものをい

う。ただし、スクリュー冷凍機及び遠心冷凍機は除く。」も選択可とする。 

〇 〇 

 

ウォータチリングユニ

ット（水冷式） 

・ JIS B 8613 で規定されたウォータチリングユニットのうち、「水冷

式（水熱源）」であるもの。 

・ JRA4066 で規定されたウォータチリングユニットのうち、「水冷式

（水熱源）」であるもの。 

 

※ 当面の間は、「電動機圧縮機、蒸発器、凝縮器などによって冷凍サイクルを構

成し、水の冷却又は加熱を行うウォーターチリングユニットで｢水冷式｣のものをい

う。ただし、スクリュー冷凍機及び遠心冷凍機は除く。」も選択可とする。 

〇 〇 

 

ウォータチリングユニ

ット（水冷式地中熱タ

イプ 1〜5） 

・ 「ウォータチリングユニット（水冷式）」の条件を満たし、地中熱利用

システムに用いられる熱源機器 

 

※ この機種を選択する場合は、建築研究所ホームページで公開されている「地中

熱ヒートポンプの評価方法（タイプの判別方法）」に基づき、地中熱ヒートポンプ

のタイプの算出過程及び算出結果を提示する必要がある。もしくは、適用条件のみ

を確認して「タイプ 5」を選択してもよい。 

 

https://www.kenken.go.jp/becc/documents/building/Definitions/ 

GroundSourceHP_20171010.zip 

〇 〇 

 

ターボ冷凍機 

・ JIS B 8621 で規定された遠心冷凍機。 

 

※ 当面の間は、「遠心圧縮機、圧縮機駆動用電動機、蒸発器、凝縮器、付属冷媒

配管、制御装置などによって冷凍サイクルを構成し、水又はブラインの冷却又は加

熱を行う遠心冷凍装置。」も選択可とする。 

〇  

 

スクリュー冷凍機 

・ JRA 4037 で規定されたスクリュー冷凍機。 

 

※ 当面の間は、スクリュー圧縮機、圧縮機駆動装置（電動機、原動機）、蒸発

器、凝縮器、制御装置、機能部品、付属冷媒配管から冷棟サイクルを構成し、水及

びブラインの冷却又は加熱を行うスクリュー冷凍機をいう。｣も選択可とする。 

〇  

 

吸収式冷凍機 

・ JIS B 8622 で規定された吸収式冷凍機。 

 

※ 当面の間は、「冷媒に水、吸収液として臭化リチウム水溶液を使用し、再生器

又は高温再生器に加熱源を供給することによって、再生器（高温再生器、低温再生

器を含む。）、凝縮器、吸収器、蒸発器などによる吸収冷凍サイクルを構成し、水

の冷却又は加熱を行う吸収冷凍機、吸収冷温水機及び吸収ヒートポンプをいう。」

も選択可とする。 

〇 〇 

 

吸収式冷凍機（冷却水

変流量） 

・ 「吸収式冷凍機」の条件を満たし、冷温水機からの制御信号によって冷却水変

流量制御を行っている熱源機器。 

 

※ この機種を選択する場合は、冷温水機からの制御信号によって冷却水ポンプの

インバータが制御されることを計装図に明示する必要がある。 

〇 〇 
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表 3-2-1 熱源機種の選択肢とその定義（個別は個別分散方式を示す）（続き） 

選択機器名 定義 
冷 

房 

暖 

房 

個 

別 

吸収式冷凍機（排熱利

用形） 

・ 「吸収式冷凍機」の条件を満たし、「一重二重併用形」であるもの。 

※ 一重二重併用形(JIS B 8622 で規定)とは、一重効用運転と二重効用運転とを

切り 替えまたは同時に運転できる機械であり、吸収式冷凍機内部の併用型熱

交換器にコージェネレーション設備等の排熱(温水、蒸気)が供給されるものを

いう。「廃熱投入型吸収冷温水器」とも呼ばれる。 

※ 当面の間は、「吸収式冷凍機」の条件を満たし、加熱源として温水又は蒸気を

供給するもののうち、コージェネレーション設備等の排熱(温水、蒸気)が供給

されるものも選択可とする。 

〇 〇 

 

吸収式冷凍機（排熱利

用形、冷却水変流量） 

・ 「吸収式冷凍機（排熱利用形）」の条件を満たし、冷温水機からの制

御信号によって冷却水変流量制御を行っている熱源機器。 

※ この機種を選択する場合は、冷温水機からの制御信号によって冷却水ポンプの

インバータが制御されることを計装図に明示する必要がある。 

※ 当面の間は、「吸収式冷凍機」の条件を満たし、冷温水機からの制御信号によ

って冷却水変流量制御を行い、加熱源として蒸気を供給するもののうち、コー

ジェネレーション設備等の排熱が供給されるものも選択可とする。 

〇 〇 

 

ボイラ 

・ 蒸気ボイラ（労働安全衛生法施行令第 1 条第 3 号に基づく蒸気ボイ

ラ。ただし、貫流ボイラ、小型貫流ボイラを除く。） 

・ 貫流ボイラ（労働安全衛生法施行令第 1 条第 3 号に基づく蒸気ボイ

ラのうち、ホ）及びヘ）以外の貫流ボイラ。ただし、小型貫流ボイラ

を除く。） 

・ 小型貫流ボイラ（労働安全衛生法施行令第 1 条第 4 号ホに基づく小

型ボイラ。） 

・ 温水ボイラ（JIS S 2112 で規定された家庭用ガス温水熱源器、JIS 

S 3021 で規定された油だき温水ボイラ。もしくは、HA-022 で規

定された温水ボイラ。） 

 〇 

 

温水発生機 

・ 真空式温水発生機（JIS B 8417 で規定された真空式温水発生機。も

しくは、HA-008 で規定された真空式温水発生機。） 

・ 無圧式温水発生機（JIS B 8418 で規定された無圧式温水発生機。も

しくは、HA-010 で規定された無圧式温水発生機。） 

 〇 

 

パッケージエアコンデ

ィショナ（空冷式） 

・ JIS B 8616 で規定されたパッケージエアコンディショナのうち「空

冷式」であるもの。 

・ JRA4002 で規定されたパッケージエアコンディショナのうち「空

冷式」であるもの。 

・ JRA4069 で規定されたガスヒートポンプ冷暖房機のうち、「ハイ

ブリッド形」の「室外機マルチ形」における電動式の圧縮機を有する

室外機部分。 

・ JRA4053 で規定された氷蓄熱式パッケージエアコンディショナ。 

※ 当面の間は、「室内の快適な空気調和を目的とし、空気の循環によって冷房

（暖房を兼ねるものを含む。）を行う、主として業務用の建物に用いられるよ

うに設計・製作されたエアコンディショナであって、電動式の圧縮機、室内・

室外熱交換器、送風機などを１又は 2 以上のキャビネットに収納したもの

で、空冷式のもの。」も選択可とする。 

〇 〇 〇 
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表 3-2-1 熱源機種の選択肢とその定義（個別は個別分散方式を示す）（続き） 

選択機器名 定義 
冷 

房 

暖 

房 

個 

別 

パッケージエアコンディシ

ョナ（水冷式） 

・ JIS B 8616 で規定されたパッケージエアコンディショナのう

ち「水冷式」であるもの。 

・ JRA4002 で規定されたパッケージエアコンディショナのうち

「水冷式」であるもの。 

※ 当面の間は、「室内の快適な空気調和を目的とし、空気の循環によって冷

房（暖房を兼ねるものを含む。）を行う、主として業務用の建物に用いら

れるように設計・製作されたエアコンディショナであって、電動式の圧縮

機、室内・室外熱交換器、送風機などを１又は 2 以上のキャビネットに収

納したもので、水冷式のもの。」も選択可とする。 

〇 〇 〇 

パッケージエアコンディシ

ョナ（水冷式熱回収形） 

・ JIS B 8616 で規定されたパッケージエアコンディショナのう

ち「水冷ヒートポンプ式（熱回収形）」であるもの。 
〇 〇 〇 

パッケージエアコンディシ

ョナ（水冷式地中熱タイプ

1〜5） 

・ 「パッケージエアコンディショナ（水冷式）」の条件を満たし、地

中熱利用システムに用いられる熱源機器 

※ この機種を選択する場合は、建築研究所ホームページで公開されている

「地中熱ヒートポンプの評価方法（タイプの判別方法）」に基づき、地中

熱ヒートポンプのタイプの算出過程及び算出結果を提示する必要がある。

もしくは、適用条件のみを確認して「タイプ 5」を選択してもよい。 

https://www.kenken.go.jp/becc/documents/building/Definitions/ 

GroundSourceHP_20171010.zip 

〇 〇 〇 

ガスヒートポンプ冷暖房機 

・ JIS B 8627 で規定されたガスヒートポンプ冷暖房機（消費電力

自給装置付を除く）。 

・ JRA4058 で規定された発電機付ガスヒートポンプ冷暖房機。 

・ JRA4069 で規定されたガスヒートポンプ冷暖房機。ただし、「ハ

イブリッド形」については「室外機マルチ形」のみを対象とし、エ

ンジンで駆動する圧縮機を有する室外機部分についてのみ適用可

能とする。（※1） 

※ 当面の間は、「都市ガス又は液化石油ガスを燃料とするガスエンジンで蒸

気圧縮冷凍サイクルの圧縮機を駆動する冷暖房機。」も選択可とする。 

〇 〇 〇 

ガスヒートポンプ冷暖房機

(消費電力自給装置付) 

・ JISB8627 で規定された消費電力自給装置付ガスヒートポンプ

冷暖房機。 
〇 〇 〇 

ルームエアコンディショナ ・ JIS C 9612 に規定されたルームエアコンディショナ。 〇 〇 〇 

電気式ヒーター等 
・ 電気を熱エネルギーに変えて利用する暖房器具（電気式ヒーター、

電気蓄熱暖房器等）。 
 〇 〇 

FF 式暖房機等 

・ JIS A 4003 で規定された温風暖房機。 

・ JIS S 2031 で規定された密閉式石油ストーブ。 

・ JIS S 2122 で規定された家庭用ガス暖房機で、JIS S 2092 

に規定されている給排気方式の区分が密閉式強制給排気式のも

の。 

・ HA-013 で規定された遠赤外線式放射式暖房装置。 

 〇 〇 
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・ 表 3-2-1 熱源機種の選択肢とその定義（個別は個別分散方式を示す）（続き） 

選択機器名 定義 
冷 

房 

暖 

房 

個 

別 

地域熱供給 ・ 他人から供給される熱を利用するもの。 〇 〇  

使用しない 

・ 上記に掲げるもの以外を設置する場合（但し、上記のいずれの機

種にも該当しないことを説明する資料を提示し、承認を得られた

場合のみ選択可とする）。 

〇 〇  

注１）JRA とは、一般社団法人日本冷凍空調工業会による定められた規格をいう。 

注２）HA とは、日本暖房機器工業会により定められた規格をいう。 

※1 室外機一体形のハイブリッドガスヒートポンプ冷暖房機の中には評価可能な機種もあるため、下記を参照のこと。 

・Web プログラムにおけるエネルギー消費性能評価について 

（一財）建築環境・省エネルギー機構（http://www.ibec.or.jp/contact_point/cp_list.html#eco） 

・Web プログラムでの入力値 

（一社）住宅性能評価・表示協会（http://www2.hyoukakyoukai.or.jp/hijutaku/info/）  
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表 3-2-2 定格能力、定格消費電力、定格燃料消費量の定義 

熱源機種 項目 定義 

ウォータチリングユ

ニット(空冷式)、 

ウォータチリングユ

ニット(水冷式) 、 

ウォータチリングユ

ニット(水冷式地中

熱) 

定格能力 冷房 ・ JIS B 8613 で規定された「定格冷却能力」 

・ JRA 4066 で規定された「定格冷却能力」 

暖房 ・ JIS B 8613 で規定された「定格ヒートポンプ加熱能力」 

・ JRA 4066 で規定された「定格ヒートポンプ加熱能力」 

定格消費

電力 

冷房 ・ JIS B 8613 で規定された「定格冷却消費電力」 

・ JRA 4066 で規定された「定格冷却消費電力」 

暖房 ・ JIS B 8613 で規定された「定格ヒートポンプ加熱消費電力」 

・ JRA 4066 で規定された「定格ヒートポンプ加熱消費電力」 

定格燃料

消費量 

０とする。 

ターボ冷凍機 定格能力 冷房 ・ JIS B 8621 で規定された「定格冷凍能力（標準定格）」 

 

定格消費

電力 

冷房 ・ JIS B 8621 で規定された「定格冷凍所要入力（標準定格）」 

定格燃料

消費量 

０とする。 

スクリュー冷凍機 定格能力 冷房 ・ JRA 4037 で規定された「定格冷凍能力」 

 

定格消費

電力 

冷房 ・ JRA 4037 で規定された「圧縮機定格冷凍入力」 

定格燃料

消費量 

０とする。 

吸収式冷凍機、 

吸収式冷凍機（冷却

水変流量）、 

吸収式冷凍機（排熱

利用形）、 

吸収式冷凍機（排熱

利用形、冷却水変流

量） 

定格能力 冷房 ・ JIS B 8622 で規定された「定格冷凍能力（標準定格）」 

暖房 ・ JIS B 8622 で規定された「定格加熱能力（標準定格）」 

定格消費

電力 

冷房 ・ JIS B 8622 で規定された「消費電力（標準定格）」 

暖房 ・ JIS B 8622 で規定された「消費電力（標準定格）」 

定格燃料

消費量 

冷房 ・ JIS B 8622 で規定された「加熱源消費熱量（標準定格）」 

暖房 ・ JIS B 8622 で規定された「加熱源消費熱量（標準定格）」 
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表 3-2-2 定格能力、定格消費電力、定格燃料消費量の定義（続き） 
熱源機種 項目 定義 

ボイラ 定格能力 暖房 ・ 【蒸気ボイラ】蒸気ボイラ性能表示ガイドラインで規定された「熱

出力（表示）」 

・ 【貫流ボイラ】貫流ボイラ性能表示ガイドラインで規定された「熱

出力（表示）」 

・ 【小型貫流ボイラ】小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインで規定

された「熱出力（表示）」 

・ 【温水ボイラ】 

 JIS S 2112 で規定された「熱出力」 

 JIS S 3021 で規定された「暖房出力」 

 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインで規定され

た「熱出力」 

定格消費

電力 

暖房 ・ 【蒸気ボイラ】蒸気ボイラ性能表示ガイドラインで規定された「設

備電力（表示）」 

・ 【貫流ボイラ】貫流ボイラ性能表示ガイドラインで規定された「設

備電力（表示）」 

・ 【小型貫流ボイラ】小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインで規定

された「設備電力（表示）」 

・ 【温水ボイラ】 

 JIS S 2112 で規定された「定格消費電力」 

 JIS S 3021 で規定された「定格消費電力」 

 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインで規定され

た「定格消費電力」 

定格燃料

消費量 

暖房 ・ 【蒸気ボイラ】蒸気ボイラ性能表示ガイドラインで規定された「燃

料消費量（表示）[kW]」 

・ 【貫流ボイラ】貫流ボイラ性能表示ガイドラインで規定された「燃

料消費量（表示）[kW]」 

・ 【小型貫流ボイラ】小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインで規定

された「燃料消費量（表示）[kW]」 

・ 【温水ボイラ】 

 JIS S 2112 で規定された「ガス消費量」 

 JIS S 3021 で規定された「燃料消費量」を低位発熱量基

準に換算した値（※） 

 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインで規定され

た「定格燃料消費量」 

※ 燃料発熱量は、個別に取り決めを行う場合を除いて、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 建築設備設計基準（平成 27

年度版）で定められた値（灯油は高位発熱量 46,500kJ/kg、低位発熱量 43,500kJ/kg、A 重油は高位発熱量 45,200kJ/kg、

低位発熱量 42,700kJ/kg）によるものとする。 
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表 3-2-2 定格能力、定格消費電力、定格燃料消費量の定義（続き） 

熱源機種 項目 定義 

温水発生機 定格能力 暖房 ・ 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインで規定された「熱出

力」 

定格消費

電力 

暖房 ・ 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインで規定された「定格

消費電力」 

定格燃料

消費量 

暖房 ・ 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインで規定された「定格

燃料消費量」 

パッケージエアコン

ディショナ（空冷

式）、 

パッケージエアコン

ディショナ（水冷

式）、 

パッケージエアコン

ディショナ（水冷式

熱回収形）、 

パッケージエアコン

ディショナ（水冷式

地中熱） 

定格能力 

 

冷房 ・ JIS B 8616 で規定された「定格冷房標準能力」 

・ JRA 4002 で規定された「定格冷房標準能力」 

・ JRA 4053 で規定された「定格蓄熱非利用冷房能力」 

・ JRA 4069 で規定された「定格冷房標準能力」（※1） 

暖房 ・ JIS B 8616 で規定された「定格暖房標準能力」 

・ JRA 4002 で規定された「定格暖房標準能力」 

・ JRA 4053 で規定された「定格蓄熱非利用暖房標準能力」 

・ JRA 4069 で規定された「定格暖房標準能力」（※1） 

定格消費

電力 

冷房 ・ JIS B 8616 で規定された「定格冷房標準消費電力」 

・ JRA 4002 で規定された「定格冷房標準消費電力」 

・ JRA 4053 で規定された「定格蓄熱非利用冷房消費電力」 

・ JRA 4069 で規定された「定格冷房標準消費電力」（※1） 

暖房 ・ JIS B 8616 で規定された「定格暖房標準消費電力」 

・ JRA 4002 で規定された「定格暖房標準消費電力」 

・ JRA 4053 で規定された「定格蓄熱非利用暖房標準消費電力」 

・ JRA 4069 で規定された「定格暖房標準消費電力」（※1） 

定格燃料

消費量 

０とする 
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表 3-2-2 定格能力、定格消費電力、定格燃料消費量の定義（続き） 

熱源機種 項目 定義 

ガスヒートポンプ冷

暖房機、 

ガスヒートポンプ冷

暖房機(消費電力自

給装置付) 

定格能力 

 

冷房 ・ JIS B 8627 で規定された「定格冷房標準能力」 

・ JRA4058 で規定された「定格冷房標準能力」 

・ JRA4069 で規定された「定格冷房標準能力」（※1） 

・ JRA4069 で規定された「定格冷却能力」（※2） 

※「ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)」については、発電時の性能を

入力する。 

暖房 ・ JIS B 8627 で規定された「定格暖房標準能力」 

・ JRA4058 で規定された「定格暖房標準能力」 

・ JRA4069 で規定された「定格暖房標準能力」（※1） 

・ JRA4069 で規定された「定格加熱能力」（※2） 

※「ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)」については、発電時の性能を

入力する。 

定格消費

電力 

冷房 ・ JIS B 8627 で規定された「定格冷房標準消費電力」 

・ JRA4058 で規定された「定格冷房標準消費電力(非発電時)」。 

・ JRA4069 で規定された「定格冷房標準消費電力」（※1） 

・ JRA4069 で規定された「定格冷房消費電力」（※2） 

※「ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)」については、発電時の性能を

入力する。 

暖房 ・ JIS B 8627 で規定された「定格暖房標準消費電力」 

・ JRA4058 で規定された「定格暖房標準消費電力(非発電時)」。 

・ JRA4069 で規定された「定格暖房標準消費電力」（※1） 

・ JRA4069 で規定された「定格加熱消費電力」（※2） 

※「ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)」については、発電時の性能を

入力する。 

定格燃料

消費量 

冷房 ・ JIS B 8627 で規定された「定格冷房標準ガス消費量」 

・ JRA4058 で規定された「定格冷房標準ガス消費量(非発電時)」。 

・ JRA4069 で規定された「定格冷房標準ガス消費量」（※1） 

・ JRA4069 で規定された「定格冷却ガス消費量」（※2） 

※「ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)」については、発電時の性能を

入力する。 

暖房 ・ JIS B 8627 で規定された「定格暖房標準ガス消費量」 

・ JRA4058 で規定された「定格暖房標準ガス消費量(非発電時)」。 

・ JRA4069 で規定された「定格暖房標準ガス消費量」（※1） 

・ JRA4069 で規定された「定格加熱ガス消費量」（※2） 

※「ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)」については、発電時の性能を

入力する。 
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表 3-2-2 定格能力、定格消費電力、定格燃料消費量の定義（続き） 

熱源機種 項目 定義 

ルームエアコンディ

ショナ 

定格能力 

 

冷房 ・ JIS C 9612 で規定された「定格冷房能力」 

暖房 ・ JIS C 9612 で規定された「定格暖房標準能力」 

定格消費

電力 

冷房 ・ JIS C 9612 で規定された「定格冷房消費電力」 

暖房 ・ JIS C 9612 で規定された「定格暖房標準消費電力」 

定格燃料

消費量 

０とする 

電気式ヒーター等 定格能力 暖房 ・ 電気ヒーター等の電気容量 

定格消費

電力 

暖房 ・ 電気ヒーター等の定格消費電力 

定格燃料

消費量 

０とする 

FF 式暖房機等 定格能力 暖房 ・ JIS A 4003 で規定された「定格暖房能力」 

・ JIS S 2031 で規定された「定格暖房出力」 

・ JIS S 2122 で規定された「表示ガス消費量」に「熱効率」を乗じ

100 を除した値（JISS2122 表 3） 

・ HA-013 で規定された「暖房能力」 

定格消費

電力 

暖房 ・ JIS A 4003 で規定された「定格消費電力」 

・ JIS S 2031 で規定された「定格消費電力」 

・ JIS S 2122 で規定された「定格消費電力」 

・ HA-013 で規定された「定格消費電力」 

定格燃料

消費量 

暖房 ・ JIS A 4003 で規定された「定格燃料消費量」 

・ JIS S 2031 で規定された「（最大）燃料消費量」 

・ JIS S 2122 で規定された「表示ガス消費量」 

・ HA-013 で規定された「燃料消費量」 

地域熱供給 定格能力 ・ 設計図書に記載されている熱供給量。 

定格消費電力 ・ 0 とする。 

定格燃料消費量 ・ 定格能力に「他人から供給された熱の一次エネルギー換算値」を掛

けた値。（※3） 

（注 1）蒸気ボイラ性能表示ガイドライン、貫流ボイラ性能表示ガイドラインとは、一般社団法人日本産業機械工業会 ボイラ・原動機部会によ

り定められたガイドラインをいう。 

（注 2）小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインとは、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会により定められたガイドラインをいう。 

（注 3）温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインとは、日本暖房機器工業会 業務用ボイラ部会により定められたガイドラインをいう。 

（※1）JRA4069 のガスヒートポンプエアコンディショナで、冷暖同時運転形及びハイブリッド形のうち室外機マルチ形のみに適用する。 

（※2）JRA4069 のガスヒートポンプチラーのみに適用する。 

（※3）一般社団法人日本熱供給事業協会が定める「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」に基づき算出した値を

用いる場合は、冷熱（冷水）、温熱（温水、蒸気）別の係数を使用することができる。熱供給事業便覧（一般社団法人日本熱供給事業協会）の公

表データに基づき算出した値を用いる場合、及び条例等に基づいて行政庁により公表されているデータに基づき算出した値を用いる場合は、冷熱

と温熱で同じ係数を使用することとする。係数の値が不明である場合は、告示別表第 1 で定められた 1.36 kJ/kJ を使用する。 
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⑦ 在室検知制御の有無 

・ 「在室検知制御」は次の機能をもった自動制御システムのことである。 

人感センサ等の検知機器により人の在・不在を感知し、在室時には点灯、不在時には消灯もし

くは調光により減光する自動制御システムをいう。手動スイッチによる局所的な点滅・調光は

対象としない。また、カードやルームキーによる在室検知制御は、入退室管理の目的で用いら

れることから、執務時間内の低減効果には寄与しないため、対象としない。 

・ 表 5-2-1 に従い、在室検知制御の有無の判断し、制御があれば「有」と入力する。制御がなけ

れば「無」を入力するか空欄とする。 

 

表 5-2-1 在室検知制御の有無 
選択肢 適用条件 削減係数 

有 在室検知制御のうち、次に示す「下限調光方式」、「点滅方式」、「減光方

式」のいずれかに該当すること。 

 

Ａ１）下限調光方式 

・ 連続調光タイプの人感センサの信号に基づき自動で下限調光または点

滅する方式 

 

Ａ２）点滅方式 

 以下のいずれかに該当する方式 

・ 熱線式自動スイッチによって回路電流を通電/遮断することにより自動

で点滅する方式 

・ 点滅タイプの人感センサの制御信号に基づき自動で点滅する方式 

・ 器具に内蔵された点滅タイプの人感センサの制御信号に基づき自動で

点滅する方式 

 

Ａ３）減光方式 

 以下のいずれかに該当する方式 

・ 段調光タイプの人感センサの制御信号に基づき自動で減光する方式 

・ 器具に内蔵された段調光タイプの人感センサの制御信号に基づき自動

で減光する方式 

 

0.95 

無 上記以外。 1.00 
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⑧ 明るさ検知制御の有無 

・ 「明るさ検知制御」は次の機能をもった自動制御システムのことである。 

明るさをセンサ等の検知機器により、室内の明るさの変動を検知し、室内が設定した明るさと

なるよう照明の出力を調整する自動制御システムをいう。手動スイッチによる局所的な点滅・

調光は対象としない。 

・ 表 5-2-2 に従い、明るさ検知制御の有無の判断し、制御があれば「有」と入力する。制御がな

ければ「無」を入力するか空欄とする。 

 

表 5-2-2 明るさ検知制御の有無 
選択肢 適用条件 削減係数 

有 明るさ検知制御のうち、次に示す「調光方式」、「調光方式（自動制御ブラ

インド併用）」、「点滅方式」のいずれかに該当すること。 

 

Ｂ１）調光方式 

・ 連続調光タイプの明るさセンサの制御信号に基づき自動で調光する方

式 

 

Ｂ２）調光方式（自動制御ブラインド併用） 

・ 連続調光タイプの明るさセンサの制御信号に基づき自動で調光し、自

動制御ブラインドを併用する方式 

 

Ｂ３）点滅方式 

 以下のいずれかに該当する方式 

・ 連続調光タイプの明るさセンサの制御信号に基づき自動で点滅する方

式 

・ 自動点滅器の明るさ検知によって回路電流を通電/遮断することによ

り自動で点滅する方式 

・ 熱線式自動スイッチ（明るさセンサ付）の明るさ検知によって回路電流

を通電/遮断することにより自動で点滅する方式 

 

0.90 

無 上記以外。 1.00 
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⑨ タイムスケジュール制御の有無 

・ 「タイムスケジュール制御」は次の機能をもった自動制御システムのことである。 

照明制御盤等であらかじめ設定された時刻に点滅、あるいは減光する自動制御システムをいう。

手動スイッチによる人為的な点滅操作は対象としない。 

・ 表 5-2-3 に従い、タイムスケジュール制御の有無の判断し、制御があれば「有」、なければ「無」

を入力する。 

 

表 5-2-3 タイムスケジュール制御の有無 
選択肢 適用条件 削減係数 

有 タイムスケジュール制御のうち、次に示す「減光方式」または「点滅方式」

のいずれかに該当すること。 

 

Ｃ１）減光方式 

・ 予め設定された時間に応じて照明器具を減光する方式 

 

Ｃ２）点滅方式 

・ 予め設定された時間に応じて照明器具を点滅する方式 

 

0.95 

無 上記以外。 1.00 
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⑩ 初期照度補正機能の有無 

・ 「初期照度補正機能」とは、定格光束に保守率を乗じた光束で点灯を開始し、保守の期間ほぼ一

定の光束を保つ機能をいう。なお機能の実装においては、点灯時間を記憶する器具内蔵タイマを

用いるもの、あるいは明るさセンサ等による調光信号を用いるもののどちらかとする。 

・ 表 5-2-4 に従い、初期照度補正機能の有無の判断し、機能があれば「有」と入力する。なけれ

ば「無」を入力するか空欄とする。 

 

表 5-2-4 初期照度補正機能の有無 
選択肢 適用条件 削減係数 

有 初期照度補正機能のうち、次に示す「タイマ方式」または「センサ方式」の

いずれかに該当すること。 

 

D1）タイマ方式(LED) 

・ LED 照明器具を対象とした内蔵タイマにより光束を一定に保つ方式 

D2）タイマ方式(蛍光灯) 

・ 蛍光灯器具を対象とした内蔵タイマにより光束を一定に保つ方式 

D3）センサ方式(LED) 

・ LED 照明器具を対象とした明るさセンサを用いて光束を一定に保つ方

式 

D4）センサ方式(蛍光灯) 

・ 蛍光灯器具を対象とした明るさセンサを用いて光束を一定に保つ方式 

 

0.95 

無 上記以外。 1.0 
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表 6-2-1 定格加熱能力、定格消費電力、定格燃料消費量 

 

  

熱源機種 性能項目 定義 

ガス給湯機 
定格加熱能力 JIS S 2109 で規定される「出湯能力」。 

定格消費電力 JIS S 2109 で規定される「定格消費電力」。 

定格燃料消費量 JIS S 2109 で規定される「表示ガス消費量」。 

ガス給湯暖房機 
定格加熱能力 JIS S 2112 で規定される「出湯能力」。 

定格消費電力 JIS S 2112 で規定される「定格消費電力」。 

定格燃料消費量 JIS S 2112 で規定される「表示ガス消費量」。 

ボイラ 

定格加熱能力 

・ 【蒸気ボイラ】蒸気ボイラ性能表示ガイドラインで規定された

「熱出力（表示）」 

・ 【貫流ボイラ】貫流ボイラ性能表示ガイドラインで規定された

「熱出力（表示）」 

・ 【小型貫流ボイラ】小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインで規

定された「熱出力（表示）」 

・ 【温水ボイラ】温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインで

規定された「熱出力」 

定格消費電力 

・ 【蒸気ボイラ】蒸気ボイラ性能表示ガイドラインで規定された

「設備電力（表示）」 

・ 【貫流ボイラ】貫流ボイラ性能表示ガイドラインで規定された

「設備電力（表示）」 

・ 【小型貫流ボイラ】小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインで規

定された「設備電力（表示）」 

・ 【温水ボイラ】温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインで

規定された「定格消費電力」 

定格燃料消費量 

・ 【蒸気ボイラ】蒸気ボイラ性能表示ガイドラインで規定された

「燃料消費量（表示）[kW]」 

・ 【貫流ボイラ】貫流ボイラ性能表示ガイドラインで規定された

「燃料消費量（表示）[kW]」 

・ 【小型貫流ボイラ】小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインで規

定された「燃料消費量（表示）[kW]」 

・ 【温水ボイラ】温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインで

規定された「定格燃料消費量」 
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表 6-2-1 定格加熱能力、定格消費電力、定格燃料消費量（続き） 

 

 

熱源機種 性能項目 定義 

石油給湯機（給湯単機

能） 
定格加熱能力 JIS S 3024 で規定される「連続給湯出力」。 

定格消費電力 JIS S 3024 で規定される「定格消費電力」。 

定格燃料消費量 JIS S 3024 で規定される「（最大）燃料消費量」。 

石油給湯機（給湯機付

ふろがま） 
定格加熱能力 JIS S 3027 で規定される「連続給湯出力」。 

定格消費電力 JIS S 3027 で規定される「定格消費電力」。 

定格燃料消費量 JIS S 3027 で規定される「（最大）燃料消費量」。 

家庭用ヒートポンプ給

湯機 
定格加熱能力 JIS C 9220 で規定される「冬期高温加熱能力」。 

定格消費電力 JIS C 9220 で規定される「冬期高温消費電力」。 

定格燃料消費量 0 とする。 

業務用ヒートポンプ給

湯機 
定格加熱能力 

JRA4060 で規定される「冬期高温貯湯加熱能力」。冬期高温貯湯

条件における試験値がない機種は「冬期保温加熱能力」。 

定格消費電力 
JRA4060 で規定される「冬期高温貯湯加熱消費電力」。冬期高温

貯湯条件における試験値がない機種は「冬期保温加熱消費電力」。 

定格燃料消費量 0 とする。 

貯湯式電気温水器 
定格加熱能力 JIS C 9219 で規定される「定格消費電力」。 

定格消費電力 JIS C 9219 で規定される「定格消費電力」。 

定格燃料消費量 0 とする。 

電気瞬間湯沸器 
定格加熱能力 JIS C9335-2-35 で規定される「定格入力」。 

定格消費電力 JIS C9335-2-35 で規定される「定格入力」。 

定格燃料消費量 0 とする。 

真空式温水発生機 
定格加熱能力 

温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインで規定される「熱出

力」。 

定格消費電力 
温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインで規定される「定格

消費電力」。 

定格燃料消費量 
温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインで規定されるで規定

される「定格燃料消費量」。 
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表 6-2-1 定格加熱能力、定格消費電力、定格燃料消費量（続き） 

 

（注 1）JRA とは、一般社団法人日本冷凍空調工業会により定められた規格をいう。 

（注 2）HA とは、日本暖房機器工業会により定められた規格をいう。 

（注３）蒸気ボイラ性能表示ガイドライン、貫流ボイラ性能表示ガイドラインとは、一般社団法人日本産業機械工業会 ボイラ・原動

機部会により定められたガイドラインをいう。 

（注４）小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインとは、公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会により定められたガイドラインをい

う。 

（注５）温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインとは、日本暖房機器工業会 業務用ボイラ部会により定められたガイドライン

をいう。 

（注６）一般社団法人日本熱供給事業協会が定める「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」に基づき算

出した値を用いる場合は、冷熱（冷水）、温熱（温水、蒸気）別の係数を使用することができる。熱供給事業便覧（一般社団法人日本

熱供給事業協会）の公表データに基づき算出した値を用いる場合、及び条例等に基づいて行政庁により公表されているデータに基づき

算出した値を用いる場合は、冷熱と温熱で同じ係数を使用することとする。係数の値が不明である場合は、告示別表第 1 で定められた

1.36 kJ/kJ を使用する。 

 

表 6-2-2 一次エネルギー換算値（告示 265号 別表第１） 
 

 

熱源機種 性能項目 定義 

無圧式温水発生機 
定格加熱能力 

温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインで規定される「熱出

力」。 

定格消費電力 
温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインで規定される「定格

消費電力」。 

定格燃料消費量 
温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドラインで規定されるで規定

される「定格燃料消費量」。 

地域熱供給 定格能力 設計図書に記載されている熱供給量。 

定格消費電力 0 とする。 

定格燃料消費量 定格能力に「他人から供給された熱の一次エネルギー換算値」を掛

けた値。（注 6） 

重油 １リットルにつき41,000キロジュール 

灯油 １リットルにつき37,000キロジュール 

液化石油ガス １キログラムにつき50,000キロジュール 

都市ガス １立方メートルにつき45,000キロジュール 

他人から供給された熱（

蒸気、温水、冷水） 

１キロジュールにつき1.36キロジュール（他人から供給され

た熱を発生するために使用された燃料の発熱量を算出する上で

適切と認められるものを求めることができる場合においては、

当該係数を用いることができる。） 
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参考 A. 地域区分 
 

 省エネルギー基準では、日本を 8 つの地域（1〜8 地域）に分けて、基準値を規定している。地域区

分の詳細は令和元年国土交通省告示第 783 号の別表第 10 に示されている。 

 

表 A-1 地域の区分（告示第 783号 別表第 10） 

地域の

区分 

都道府 

県名 
市町村 

１ 北海道 夕張市、士別市、名寄市、伊達市(旧大滝村に限る。)、留寿都村、喜茂別町、愛別町、上川

町、美瑛町、南富良野町、占冠村、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町、猿

払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町（旧歌登町に限る。）、津別町、訓子府町、置戸町、

佐呂間町、遠軽町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、上士幌町、中札内村、更別村、

幕別町（旧忠類村に限る。）、大樹町、豊頃町、足寄町、陸別町、標茶町、弟子屈町、鶴

居村、別海町、中標津町 

２ 北海道 札幌市、小樽市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、岩見沢市、網走市、留萌市、苫小牧

市、稚内市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、紋別市、三笠市、根室市、千歳市、滝川

市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、恵庭市、伊達市(旧伊達市に限る。)、

北広島市、石狩市、北斗市、当別町、新篠津村、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲

町(旧八雲町に限る。)、長万部町、今金町、せたな町、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越

町、ニセコ町、真狩村、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、

古平町、仁木町、余市町、赤井川村、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗

山町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、鷹

栖町、東神楽町、当麻町、比布町、東川町、上富良野町、中富良野町、和寒町、剣淵町、

増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、枝幸町（旧枝幸町に限

る。）、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町、美幌町、斜里町、清里町、小清

水町、湧別町、大空町、豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、安平町、むかわ

町、日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町、音更町、士幌

町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、広尾町、幕別町（旧幕別町に限る。）、池田町、

本別町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、白糠町、標津町、羅臼町 

 青森県 平川市（旧碇ヶ関村に限る。） 

 岩手県 八幡平市（旧安代町に限る。）、葛巻町、岩手町、西和賀町、九戸村 

 秋田県 小坂町 

 福島県 檜枝岐村、南会津町（旧舘岩村、旧伊南村、旧南郷村に限る。） 

 栃木県 日光市（旧栗山村に限る。） 

 群馬県 嬬恋村、草津町、片品村 

 長野県 塩尻市（旧楢川村に限る。）、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、木祖

村、木曽町（旧開田村に限る。） 

3 北海道 函館市、室蘭市、松前町、福島町、知内町、八雲町(旧熊石町に限る。)、江差町、上ノ国

町、厚沢部町、乙部町、奥尻町 

 青森県 青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、

平川市（旧尾上町、旧平賀町に限る。）、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、西目屋

村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、

横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、

五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村 
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表 A-1 地域の区分（告示第 783号 別表第 10）（続き） 

３ 岩手県 盛岡市、花巻市、久慈市、遠野市、二戸市、八幡平市（旧西根町、旧松尾村に限る。）、

一関市(旧大東町、旧藤沢町、旧千厩町、旧東山町、旧室根村に限る。)、滝沢市、雫石町、

紫波町、矢巾町、住田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、洋野町、一戸町 

 宮城県 七ヶ宿町 

 秋田県 能代市(旧二ツ井町に限る。)、横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、北秋田市、仙北

市、上小阿仁村、藤里町、美郷町、羽後町、東成瀬村 

 山形県 新庄市、長井市、尾花沢市、南陽市、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上

町、舟形町、真室川町、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、飯豊町 

 福島県 二本松市（旧東和町に限る。）、下郷町、只見町、南会津町（旧田島町に限る。）、北塩

原村、磐梯町、猪苗代町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、鮫川村、平田村、小野町、

川内村、葛尾村、飯舘村 

 栃木県 日光市(旧足尾町に限る。) 

 群馬県 上野村、長野原町、高山村、川場村 

 石川県 白山市（旧白峰村に限る。） 

 山梨県 北杜市(旧小淵沢町に限る。)、笛吹市(旧芦川村に限る。)、忍野村、山中湖村、鳴沢村、小

菅村、丹波山村 

 長野県 上田市(旧真田町、旧武石村に限る。)、岡谷市、小諸市、大町市、茅野市、佐久市、小海

町、佐久穂町、御代田町、立科町、長和町、富士見町、原村、辰野町、平谷村、売木村、

上松町、王滝村、木曽町（旧木曽福島町、旧日義村、旧三岳村に限る。）、麻績村、生坂

村、朝日村、筑北村、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、野沢温泉村、信濃町、小川

村、飯綱町 

 岐阜県 飛騨市、郡上市（旧高鷲村に限る。）、下呂市（旧小坂町、旧馬瀬村に限る。）、白川村 

 奈良県 野迫川村 

 広島県 廿日市市（旧吉和村に限る。）、 

４ 青森県 鰺ヶ沢町、深浦町 

 岩手県 宮古市、大船渡市、北上市、一関市（旧一関市、旧花泉町、旧川崎村に限る。）、陸前高

田市、釜石市、奥州市、金ケ崎町、平泉町、大槌町、山田町 

 宮城県 石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島

市、大崎市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、松島町、七

ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷市、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、

女川町、南三陸町 

 秋田県 秋田市、能代市(旧能代市に限る。)、男鹿市、由利本荘市、潟上市、三種町、八峰町、五城

目町、八郎潟町、井川町、大潟村 

 山形県 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市（旧八幡町、旧松山町、旧平田町に限る。）、寒河江

市、上山市、村山市、天童市、東根市、山辺町、中山町、河北町、大蔵村、白鷹町、三川

町、庄内町、遊佐町 

 福島県 会津若松市、白河市、須賀川市、喜多方市、二本松市（旧二本松市、旧安達町、旧岩代町

に限る。）、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄

村、西会津町、会津坂下町、湯川村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚

倉町、矢祭町、塙町、石川町、玉川村、浅川町、古殿町、三春町 

 茨城県 城里町（旧七会村に限る。）、大子町 

 栃木県 日光市(旧日光市、旧今市市、旧藤原町に限る。)、那須塩原市、塩谷町、那須町 

 群馬県 高崎市（旧倉渕村に限る。）、桐生市(旧黒保根村に限る。)、沼田市、神流町、南牧村、中

之条町、東吾妻町、昭和村、みなかみ町 

 埼玉県 秩父市(旧大滝村に限る。) 
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表 A-1 地域の区分（告示第 783号 別表第 10）（続き） 

４ 東京都 檜原村、奥多摩町 

 新潟県 小千谷市、十日町市、村上市、魚沼市、南魚沼市、阿賀町、湯沢町、津南町、関川村 

 石川県 白山市(旧河内村、旧吉野谷村、旧鳥越村、旧尾口村に限る。) 

 福井県 池田町 

 山梨県 甲府市(旧上九一色村に限る。)、富士吉田市、北杜市(旧明野村、旧須玉町、旧高根町、旧

長坂町、旧大泉村、旧白州町に限る。)、甲州市（旧大和村に限る。）、道志村、西桂町、

富士河口湖町 

 長野県 長野市、松本市、上田市(旧上田市、旧丸子町に限る。)、諏訪市、須坂市、伊那市、駒ヶ根

市、中野市、飯山市、塩尻市（旧塩尻市に限る。）、千曲市、東御市、安曇野市、青木

村、下諏訪町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、

阿智村、根羽村、下條村、天龍村、泰阜村、豊丘村、大鹿村、南木曽町、大桑村、山形

村、池田町、松川村、坂城町、小布施町、木島平村、栄村 

 岐阜県 高山市、中津川市(旧長野県木曽郡山口村、旧坂下町、旧川上村、旧加子母村、旧付知町、

旧福岡町、旧蛭川村に限る。)、本巣市（旧根尾村に限る。）、郡上市(旧八幡町、旧大和

町、旧白鳥町、旧明宝村、旧和良村に限る。)、下呂市(旧萩原町、旧下呂町、旧金山町に限

る。)、東白川村 

 

 

愛知県 豊田市（旧稲武町に限る。）、設楽町（旧津具村に限る。）、豊根村 

兵庫県 香美町（旧村岡町、旧美方町に限る。） 

 奈良県 奈良市(旧都祁村に限る。)、五條市(旧大塔村に限る。)、曽爾村、御杖村、黒滝村、天川

村、川上村 

 和歌山県 高野町 

 鳥取県 若桜町、日南町、日野町 

 島根県 飯南町、吉賀町 

 岡山県 津山市(旧阿波村に限る。)、真庭市(旧湯原町、旧美甘村、旧川上村、旧八束村、旧中和村

に限る。)、新庄村、西粟倉村、吉備中央町 

 広島県 庄原市（旧総領町、旧西城町、旧東城町、旧口和町、旧高野町、旧比和町に限る。）、安

芸太田町、世羅町、神石高原町 

 愛媛県 新居浜市（旧別子山村に限る。）、久万高原町 

 高知県 いの町(旧本川村に限る。)、梼原町 

5 宮城県 仙台市、多賀城市、山元町 

 秋田県 にかほ市 

 山形県 酒田市（旧酒田市に限る。） 

 福島県 福島市、郡山市、いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉

町、浪江町、新地町 

 茨城県 水戸市、土浦市（旧新治村に限る。）、石岡市、結城市、下妻市、常総市、常陸太田市、

高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、常陸大宮市、那

珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみら

い市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町（旧常北町、旧桂村に限る。）、東海村、美浦

村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町 

 栃木県 宇都宮市、栃木市、鹿沼市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、さくら市、那須烏山

市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、高根沢町、

那珂川町 
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表 A-1 地域の区分（告示第 783号 別表第 10）（続き） 

５ 群馬県 桐生市(旧新里村に限る。)、渋川市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、下仁田

町、甘楽町、板倉町 

 埼玉県 秩父市(旧秩父市、旧吉田町、旧荒川村に限る。)、飯能市、日高市、毛呂山町、越生町、滑

川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞

町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、寄居町 

 千葉県 印西市、富里市、栄町、神崎町 

 東京都 青梅市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町 

 神奈川県 山北町、愛川町、清川村 

 新潟県 新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高

市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、出雲崎町、

刈羽村、粟島浦村 

 富山県 富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水

市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町 

 石川県 七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市(旧美川町、旧鶴来町に限

る。)、能美市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登

町 

 福井県 大野市、勝山市、あわら市、坂井市、永平寺町、南越前町、若狭町 

 山梨県 甲府市(旧中道町に限る。)、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市（旧

武川村に限る。）、甲斐市、笛吹市（旧春日居町、旧石和町、旧御坂町、旧一宮町、旧八

代町、旧境川村に限る。)、上野原市、甲州市（旧塩山市、旧勝沼町に限る。）、中央市、

市川三郷町、早川町、身延町、富士川町 

 長野県 飯田市、喬木村 

 岐阜県 大垣市(旧上石津町に限る。)、中津川市(旧中津川市に限る。)、美濃市、瑞浪市、恵那市、

郡上市(旧美並村に限る。)、土岐市、関ケ原町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津

町、白川町、御嵩町 

 静岡県 御殿場市、小山町、川根本町 

 愛知県 設楽町（旧設楽町に限る。）、東栄町 

 三重県 津市(旧美杉村に限る。)、名張市、いなべ市（旧北勢町、旧藤原町に限る。）、伊賀市 

 滋賀県 大津市、彦根市、長浜市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原

市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 

 京都府 福知山市、綾部市、宮津市、亀岡市、京丹後市、南丹市、宇治田原町、笠置町、和束町、

南山城村、京丹波町、与謝野町 

 大阪府 豊能町、能勢町 

 兵庫県 豊岡市、西脇市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、朝来市、宍粟市、加東

市、猪名川町、多可町、市川町、神河町、上郡町、佐用町、新温泉町（旧温泉町に限

る。） 

 奈良県 生駒市、宇陀市、山添村、平群町、吉野町、大淀町、下市町、十津川村、下北山村、上北

山村、東吉野村 

 和歌山県 田辺市(旧龍神村に限る。)、かつらぎ町(旧花園村に限る。)、日高川町（旧美山村に限

る。） 

 鳥取県 倉吉市、智頭町、八頭町、三朝町、南部町、江府町 

 島根県 益田市(旧美都町、旧匹見町に限る。)、雲南市、奥出雲町、川本町、美郷町、邑南町、津和

野町 

 岡山県 津山市(旧津山市、旧加茂町、旧勝北町、旧久米町に限る。)、高梁市、新見市、備前市、真

庭市(旧北房町、旧勝山町、旧落合町、旧久世町に限る。)、美作市、和気町、鏡野町、勝央

町、奈義町、久米南町、美咲町 
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表 A-1 地域の区分（告示第 783号 別表第 10）（続き） 

５ 広島県 府中市、三次市、庄原市（旧庄原市に限る。）、東広島市、廿日市市（旧佐伯町に限

る。）、安芸高田市、熊野町、北広島町 

 山口県 下関市(旧豊田町に限る。)、萩市(旧むつみ村、旧福栄村に限る。)、美祢市 

 徳島県 三好市、上勝町 

 愛媛県 大洲市(旧肱川町、旧河辺村に限る。)、内子町（旧小田町に限る。） 

 高知県 本山町、大豊町、土佐町、大川村、いの町(旧吾北村に限る。)、仁淀川町 

 福岡県 東峰村 

 熊本県 八代市（旧泉村に限る。）阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、山都

町、水上村、五木村 

 大分県 佐伯市(旧宇目町に限る。)、由布市（旧湯布院町に限る。)、九重町、玖珠町 

 宮崎県 椎葉村、五ヶ瀬町 

６ 茨城県 日立市、土浦市（旧新治村を除く。）、古河市、龍ケ崎市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、神

栖市 

 栃木県 足利市、佐野市 

 群馬県 前橋市、高崎市（旧倉渕村を除く。）、桐生市（旧桐生市に限る。）、伊勢崎市、太田

市、館林市、藤岡市、玉村町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 

 埼玉県 さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、加須市、本庄市、東松山市、春

日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入

間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、

三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三

芳町、上里町、宮代町、杉戸町、松伏町 

 千葉県 千葉市、銚子市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉

市、東金市、旭市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌

ケ谷市、 

君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、白井市、南房総市、匝瑳市、香

取市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山

町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、

鋸南町 

 東京都 東京23区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小

金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清

瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市 

 神奈川県 横浜市、川崎市、相模原市、平塚市、鎌倉市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、秦野市、厚

木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯

町、二宮町、中井町、大井町、松田町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 

 石川県 金沢市、白山市(旧松任市に限る。)、小松市、野々市市 

 福井県 福井市、敦賀市、小浜市、鯖江市、越前市、越前町、美浜町、高浜町、おおい町 

 山梨県 甲府市（旧甲府市に限る。）、南部町、昭和町 

 岐阜県 岐阜市、大垣市(旧大垣市、旧墨俣町に限る。)、多治見市、関市、羽島市、美濃加茂市、各

務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市（旧本巣町、旧真正町、旧糸貫町に限る。）、

海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野

町、池田町、北方町 

 静岡県 浜松市、熱海市、三島市、富士宮市、島田市、掛川市、袋井市、裾野市、湖西市、伊豆

市、菊川市、伊豆の国市、西伊豆町、函南町、長泉町、森町 
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表 A-1 地域の区分（告示第 783号 別表第 10）（続き） 

６ 愛知県 名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷

市、豊田市（旧稲武町を除く。）、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、

小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉

市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま

市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、 

東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町 

 三重県 津市(旧津市、旧久居市、旧河芸町、旧芸濃町、旧美里村、旧安濃町、旧香良洲町、旧一志

町、旧白山町に限る。)、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、尾鷲市、亀山市、

鳥羽市、いなべ市（旧員弁町、旧大安町に限る。）、志摩市、木曽岬町、東員町、菰野

町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀

北町 

 滋賀県 近江八幡市、草津市、守山市 

 京都府 京都市、舞鶴市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大

山崎町、久御山町、井手町、精華町、伊根町 

 大阪府 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口

市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大

東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪

市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、忠岡町、熊取町、田尻

町、太子町、河南町、千早赤阪村 

 兵庫県 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、加古川

市、赤穂市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、南あわじ市、淡路市、たつの

市、稲美町、播磨町、福崎町、太子町、香美町（旧村岡町、旧美方町を除く。）、新温泉

町（旧浜坂町に限る。） 

 奈良県 奈良市（旧都祁村を除く。）、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條

市（旧大塔村を除く。）、御所市、香芝市、葛城市、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、

三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 

 和歌山県 海南市、橋本市、有田市、田辺市(旧本宮町に限る。)、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつ

らぎ町（旧花園村を除く。）、九度山町、湯浅町、広川町、有田川町、日高町、由良町、

日高川町（旧川辺町、旧中津村に限る。）、上富田町、北山村 

 鳥取県 鳥取市、米子市、境港市、岩美町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、伯耆

町 

 島根県 松江市、浜田市、出雲市、益田市（旧益田市に限る。）、大田市、安来市、江津市、海士

町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

 岡山県 岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、瀬戸内市、赤磐市、浅口市、早島

町、里庄町、矢掛町 

 広島県 広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、大竹市、廿日市市（旧佐伯町、旧吉和

村を除く。）、江田島市、府中町、海田町、坂町、大崎上島町 

 山口県 宇部市、山口市、萩市(旧萩市、旧川上村、旧田万川町、旧須佐町、旧旭村に限る。)、防府

市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木

町、上関町、田布施町、平生町、阿武町 

 徳島県 徳島市、鳴門市、吉野川市、阿波市、美馬市、勝浦町、佐那河内村、石井町、神山町、那

賀町、牟岐町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町 

 香川県 全ての市町  

 愛媛県 今治市、八幡浜市、西条市、大洲市(旧大洲市、旧長浜町に限る。)、伊予市、四国中央市、

西予市、東温市、上島町、砥部町、内子町（旧内子町、旧五十崎町に限る。）、伊方町、

松野町、鬼北町 
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６ 高知県 香美市、馬路村、いの町（旧伊野町に限る。）、佐川町、越知町、日高村、津野町、四万

十町、三原村、黒潮町 

 福岡県 北九州市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大

川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府

市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川

市、宇美町、篠栗町、須恵町、久山町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川

町、筑前町、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤

村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町 

 佐賀県 全ての市町  

 長崎県 佐世保市、松浦市、対馬市、雲仙市（旧小浜町に限る。）、東彼杵町、川棚町、波佐見

町、佐々町 

 熊本県 八代市(旧坂本村、旧東陽村に限る。)、人吉市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、合志

市、美里町、玉東町、南関町、和水町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、益城町、甲佐

町、錦町、多良木町、湯前町、相良村、山江村、球磨村、あさぎり町 

 大分県 大分市（旧野津原町に限る。）、別府市、中津市、日田市、臼杵市、津久見市、竹田市、

豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市(旧挾間町、旧庄内町に限る。)、国東

市、姫島村、日出町 

 宮崎県 小林市、えびの市、高原町、西米良村、諸塚村、美郷町、高千穂町、日之影町、 

 鹿児島県 伊佐市、湧水町、 

７ 千葉県 館山市、勝浦市 

 東京都 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、 

 神奈川県 横須賀市、藤沢市、三浦市 

 静岡県 静岡市、沼津市、伊東市、富士市、磐田市、焼津市、藤枝市、下田市、御前崎市、牧之原

市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、清水町、吉田町 

 愛知県 豊橋市 

 三重県 熊野市、御浜町、紀宝町 

 大阪府 岬町 

 和歌山県 和歌山市、御坊市、田辺市（旧龍神村、旧本宮町を除く。）、新宮市、美浜町、印南町、

みなべ町、白浜町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、串本町 

 山口県 下関市（旧豊田町を除く。） 

 徳島県 小松島市、阿南市、美波町、海陽町 

 愛媛県 松山市、宇和島市、新居浜市（旧新居浜市に限る。）、松前町、愛南町 

 高知県 高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香

南市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、芸西村、中土佐町、大月町 

 福岡県 福岡市、志免町、新宮町、粕屋町、芦屋町 

 長崎県 長崎市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市（旧小浜町

を除く。）、南島原市、長与町、時津町、小値賀町、新上五島町 

 熊本県 熊本市、八代市(旧八代市、旧千丁町、旧鏡町に限る。)、水俣市、宇土市、上天草市、宇城

市、天草市、長洲町、嘉島町、氷川町、芦北町、津奈木町、苓北町 

 大分県 大分市（旧野津原町を除く。）、佐伯市（旧宇目町を除く。） 

 宮崎県 宮崎市、都城市、延岡市、日南市、日向市、串間市、西都市、三股町、国富町、綾町、高

鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、門川町 

  



168 
 

表 A-1 地域の区分（告示第 783号 別表第 10）（続き） 

７ 鹿児島県 鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内

市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南九州市、姶良

市、三島村、十島村、さつま町、長島町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付

町、中種子町、南種子町、屋久島町 

8 東京都 小笠原村 

鹿児島県 奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊

町、知名町、与論町 

沖縄県 全ての市町村 

備考 

 この表に掲げる区域は、令和元年 5 月 1 日における行政区画によって表示されたものとする。ただし、括弧内に記載

する区域は、平成 13 年 8 月 1 日における旧行政区画によって表示されたものとする。 
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